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岡垣町         

保育所等入所に関する注意事項  
保育所等の入所の申込みにあたっては、本内容について十分ご理解いた

だきますようお願いします。 
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１．保育所等を利用できる方 

保育所等の利用を希望する場合は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該

当する必要があります。 

「保育を必要とする事由」に該当する場合は、支給認定（保育認定）を行い、支給認定

証を交付します。 

 

【保育を必要とする事由とは】  

（1）就労（月 60 時間以上労働することを常態としていること（通勤時間を含む）） 

（2）妊娠、出産（産前産後各８週間） 

（3）保護者の疾病、負傷、障がい（疾病や負傷又は精神や身体に障がいがあること） 

（4）同居親族の常時介護、看護（長期入院等している親族の常時介護、看護を含む） 

（5）災害復旧（震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること） 

（6）求職活動（起業準備を含む） 

（7）就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

（8）児童虐待、DVのおそれがあり、保育を行うことが困難と認められる場合 

（児童相談所等の関係機関と連携のうえ、必要性を判断するもの） 

（9）育児休業取得中の継続保育利用 

（育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、休業中も継続利用する

ことが必要と認められること） 

（10）その他 上記に類する状態として町が認める場合 

※保育を必要とする状況を証明する書類（就労証明書、診断書、在学証明書など）が必 

要となります。 

※同居の親族等（18 歳以上 65 歳未満）が上記の事由に当てはまらない時は、利用調整

時の優先度が下がります。 

 

【支給認定（保育認定）とは】 

提出された書類などで保護者の状況等を確認し、保育を必要とする状況にあると認定し

た場合は、支給認定証を交付します。支給認定にあたっては、以下の事項を決定し、支給

認定証に記載します。 

子どもの 3歳到達による支給認定の変更は職権で行うため、特に届出は必要ありませ

ん。その他の理由で支給認定が変更になる場合は、速やかに届け出て下さい。 

※支給認定の変更・終了時には交付していた支給認定証の返還が必要となります。大切に

保管してください。 

 

（1）区分：子どもの年齢に応じて、支給認定の区分を決定します。 

     【2号認定】 保育を必要とする満 3歳以上の子ども 
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     【3号認定】 保育を必要とする満 3歳未満の子ども 

（2）保育必要量：保育を必要とする事由及びその状況に応じて、保育を利用できる時間

を決定します。 

     【保育標準時間】 1 日最大 11時間までの保育を利用可能 

     【保育短時間】   1 日最大 8 時間までの保育を利用可能 

（3）有効期間：保育を必要とする事由に応じて、保育を利用できる期間を決定します。 

 

※1 「（1）就労」「（4）同居親族の常時介護・看護」「（7）就学」の事由については、当該事由 

に要する時間が月 120 時間以上の場合は、原則「保育標準時間」認定となり、月 120 時

間未満の場合は、原則「保育短時間」認定となります。 

※2  産前 8週・・・出産予定日の前日から起算して 8 週間前の日の属する月の初日から 

（母子健康手帳等で確認します） 

   産後 8週・・・出産日から起算して 8週間後の日の翌日が属する月の末日まで 

※3 「（6）求職活動」の事由については、３ヶ月が経過した後も求職活動での利用を希望され

る場合は、改めて新規申込として保育所等利用申込書及び求職活動中であることがわか

る書類（ハローワークの紹介状等）を提出する必要があります。新規申込として取り扱

います。毎月の入所選考対象となり、児童の受入れや待機児童の状況によっては入所可

能となります。  

  

保育を必要とする事由 
保育必要量 

有効期間 

短時間 標準時間 

（1）就労（月 60 時間以上（通勤時

間を含む））※1 
○ ○ 最長就学前まで 

（2）妊娠・出産※2 ― ○ 産前産後各 8週間 

（3）保護者の疾病・負傷・障がい ― ○ 療養を必要としなくなるまで 

（4）同居親族の常時介護・看護※1 ○ ○ 介護・看護を必要としなくなるまで 

（5）災害復旧 ― ○ 必要な期間 

（6）求職活動※3 ○ ― 利用開始日から３ヶ月後の末日まで 

（7）就学※1 ○ ○ 卒業（終了）予定日が属する月の末日まで 

（8）育児休業取得中の継続保育利用 ○ ― P.4 の６を参照 
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２．保育料について 

保育料は、子どもの年齢区分と父母等扶養義務者の市町村民税額の合計により決定し

ます。ただし、同居の祖父母などが生計の中心者の場合は、祖父母などの市町村民税額

で決定する場合があります。 

保育料は、4 月から 8月分までは前年度の市町村民税額に基づき、9月から翌年 3月

分までは本年度の市町村民税額に基づいて決定します。そのため 8月以前と 9 月以降で

保育料が異なる場合があります。 

また、税の修正申告や更正をされた場合や世帯構成や住所に変更が生じた場合は、保

育料が変更になることがありますので、必ず申し出てください。届出月の翌月から変更

後の保育料となります。 

※ 子どもの年齢区分は、4月 1日時点の子どもの年齢によって決定され、たとえ年度の 

途中で誕生日を迎えても、その区分は変わりません。 

※ 同じ世帯から 2人以上の小学校就学前の子どもが保育所等を同時に利用する場合、 

保育料の減免の適用があります。また、ひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世

帯についても減免の対象となる場合があります。詳細については、別紙「保育所等保

護者負担金（保育料）」を確認ください。 

※ 3 歳児クラスから 5歳児クラスの全世帯の子どもと、0歳児クラスから 2歳児クラス

の非課税世帯の子どもについては、保育料が無償化となります。なお、給食費につい

ては保護者の負担となります。ただし、給食費のうち、副食費（おかず代）について

は、家庭の状況によって無償化の対象になる場合があります。詳細は 6ページに掲載

しています。なお、副食費については、各保育所等が設定し、徴収を行っているため、

各保育所等にご確認をお願いします。 

 

３．保育料の納入方法について 

原則として、保育料は金融機関での口座振替により納付してください。（振替日は毎月

25 日。金融機関休業日の場合は翌営業日）新規の口座振替の手続完了までは１～２ヶ月

かかります。それまでは、納入通知書を送付しますので、納期限までに金融機関等で納付

してください。 

保育料の納付がない場合、電話等による連絡（勤務先含む）、督促（催告）書の発行、

差押処分の実施（勤務先への給与照会等含む）を行う場合があります。 

 

４．延長保育について 

就労時間等の関係で、やむを得ず、認定された保育必要量よりも多く児童を預ける場

合に、延長保育が利用できます。利用にあたっては、保育料とは別に利用料が必要とな

ります。ただし、子どもへの負担を考慮して、各保育所等においてお預かりの時間につ

いてご相談させていただく場合がありますので、各保育所等にご確認ください。 
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５．ならし保育について 

子どもが新しい環境になれることを目的として、入所後にならし保育（お子さまの状

況により異なりますが概ね 1ヶ月程度）が必須となります。ただし、保育時間は通常の

保育時間より短くなりますが、保育料は通常の保育時間の場合と同額です。 

ならし保育の期間を見込み保育所の入所申込みをしてください。（最大 1ヶ月前からの

申し込みが可能です。） 

例：育児休業からの復帰が 6月 1 日の場合、5月 1 日入所の申込みが可能です。 

育児休業からの復帰が 6月 15 日の場合、5月 1日入所の申込みが可能です。 

 

６．育児休業取得中の継続利用について 

育児休業取得中は、歳児クラスによって、継続入所可能期間が異なります。詳細につ

いては、以下を確認してください。なお、育児休業中の継続利用の場合、保育必要量は

「短時間（最大８時間）」となります。 

５歳児クラス 

小学校就学を控えており児童の環境の変化に留

意する必要があることから、年度末まで認めま

す。 

０～４歳児クラス 

育児休業に係る子が１歳になる月の末日までの

継続入所を認めます。ただし、育児休業に係る

子の出生日から 1年以内に職場へ復帰する場合

に限ります。 

 

７．個人情報の取り扱い等について 

本業務で取り扱う個人情報は、「保育所等入所資格の確認及びそれに付随する業務へ

の使用」を目的として個人情報の保護に関する法律をはじめとする関係諸規定・制度等

に基づき適正に収集・利用・管理されるものであり、当該目的外での利用・情報提供等

が行われることはありません。 

なお、業務に必要な範囲において以下のとおり実施する場合がありますので、予めご

了承ください。 

（1）保護者の就労状況、世帯に係る収入及び課税状況、生活保護の受給状況等につい

て調査をする場合があります。 

（2）入所決定及び保育の実施に際し、必要な情報について保育実施施設（業務委託法

人を含む）に提供する場合があります。 

（3）岡垣町では、保育所等に限らず、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援に向け、

関係機関との連携などの取組を進めています。その一環として、申込児童への適

切な保育の実施と、安全な保育体制を整えることを目的に、町が必要に応じて申

込児童に係る情報を町の関係部署間及び保育所等と共有すること、保育所等の間
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で児童の支援に必要な情報を共有することや連携を図ることがあります。 

 

８．その他 

(1）入所申請の際に届け出た内容（住所・勤務先・連絡先・保育の必要性等）に変更

があった場合や、利用中の保育所等を退園する場合、出産のご予定がある場合等

はすみやかにこども未来課及び利用保育所にお知らせください。保育の必要性が

変化した状況であるにも関わらず何の届け出もなく、職員が保育の必要性を確認

できない場合は、職権で支給認定を取り消します。そのため、保育所等の入所継

続ができなくなりますので、必ず保育の必要性の変更を届け出て下さい。 

(2) 第三者による入所申請書の提出については、制度の内容を熟知した上で家庭の状

況に詳しい人が行ってください。場合によっては職員が家庭の状況を聞き取りま

す。また、入所申請書を提出するときに第三者へ職員が保育所等について説明し

た内容については、保護者も理解したものとみなします。
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令和元年10月から、保育料が無償化されました

〇 保育所の給食の材料にかかる費用（給食費）については、自宅で子育てを行
う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自
ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となり
ますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。
なお、年収３６０万円未満相当の世帯の方や多子世帯の方は、給食費のうち
副食費が無償化の対象となる場合があります。

〇 ３～５歳児クラスのお子様については保育料が無償化となりました。

～これまで～ ～無償化後（2019年10月以降）～

保育料

保護者
負担

保育料（副食費を除く）
が無償化されました。

給食費は、引き
続き保護者の皆
様のご負担とな
ります。
支払いは施設に
行います。

※給食

※給食
または現物持参

※給食

主食費
(ご飯)

※給食
または現物持参

無償化

〇 ０～２歳児クラスのお子様のうち、非課税世帯の方は保育料が無償化となり
ました。

問い合わせ先：岡垣町こども未来課 TEL：０９３－２８２－１２１１

主食費
(ご飯)

副食費
おかず
おやつ( )

副食費
おかず
おやつ( )

 


